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第２期渋谷区子ども・子育て支援事業計画（素案）に関するパブリックコメント実施結果 

 

１ 実施期間   

令和 2 年２月１７日（月）から３月２日（月）まで 

 

２ 提出件数 

  意見総数：１０件  ※複数のご意見をお寄せいただいたものがあるため、意見総数と提出者の合計人数は一致しません。 

提出方法 人数 

郵送 １人 

持参  

ファクス  

電子メール ４人 

合計 ５人 

 

 

３ 提出された意見及び区の考え方 

（１）保育・教育の質の向上について 

意見の内容 区の考え方 

・小中学生の様々な価値観、職業観、人生観を持つ大人とのふれあいの機会創

出 

・職業紹介からさらに一歩踏み込んだ、人生形成のプロセスや経験について、

保護者やボランティアの協力を得てスピーカーとして小中学生向けにお話し

てもらい、対話の機会をつくる（土曜の公開授業などの機会）。小中学生に対

して、どのような話を聞いてみたいかを募ってから、催しを設計するのがよい

かもしれない。 

・SDGs 教育に絡めた、様々な職業の保護者、ボランティアによる発信と対話

の機会をつくる（土曜の公開授業などの機会）。 

・多様性への理解を育み、皆で意見交換する機会をつくる。これも学校内で完

結させようとせず、保護者やボランティアなどの外部の協力を得て実施するの

がよい（土曜の公開授業の機会など）。 

小・中学生が様々な価値観、職業観、人生観を持つ大人とふれあうこと

については、Ｓ-ＳＡＰ協定の事業所や地域の事業所等の協力を得て職場

訪問や職業体験学習を通して行われています。 

今後は、職業体験学習はもとより、各校の地域支援コーディネーターの

活用の充実を図ることで、SDGｓ＊をはじめ、様々な職種の保護者等の

方々の協力を得ていきたいと考えています。 

 

＊SDGｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標） 

SDGs とは 2015 年 9 月の国連サミットで採択された、17 のゴールと 169

のターゲットからなる国際目標です。国際社会の重要な課題を明示するだ

けでなく、ビジネスの世界に対しても、果たすべき責任を問う、大きな役

割を担っています。SDGs が目的とする「持続可能な世界」とは、地球環

境の保全と利用のバランスと、そして、自然の共存が実現できた世界に他

なりません。それを守り、未来に引き継ぐため、それは、WWF が 1980 年

から掲げ、訴えて続けてきたメッセージでもあります。 

 

 

 

（２）小学校・中学校・学童との連絡について 

意見の内容 区の考え方 

区立の小学校・中学校・学童との連絡を、アプリ形式にしていただきたいです。 

＜メリット＞ 

・行事の告知や緊急連絡の簡素化。→天災時の臨時休校、雨天時の屋外行事の

キャンセル等の連絡。 

・イベントの際の学校からのリマインド機能として。→忘れ物の防止。追加連

絡事項があった際の通知。 

・出欠連絡の簡素化。→欠席の際に連絡帳を渡す側、渡される側への負担の軽

減。学校側の電話対応業務の軽減。 

来年度より小学校入学の子がおり説明会に出席しましたが、いまだに欠席連絡

が友達に連絡帳を渡してやりとりする形式だということに、とても保守的な事

をしていると違和感を覚えました。 

様々な生活背景がある中で、こういったやり方に困っている方も少なからずい

るのではないでしょうか。 

一方で学校としても、保育園での連絡帳のアプリ化で先生の負担が軽減された

と言われている昨今、もっと人数を抱える学校でアプリ化が進めれば、教員の

方の負担の大幅な削減になると思います。 

子どもに連絡帳を書かせることや近所との付き合いの大切さも認識していま

すが、子どもにタブレットを持たせるのであれば、大人もできるところはデジ

タル化して良い時期ではないかと思います。 

令和２年９月から稼働開始を予定しているＩＣＴ教育推進基盤におい

て、児童・生徒はもちろん保護者と学校とのコミュニケーション、情報連

携は重要なテーマの一つと考えています。 

 現在、市販されている様々なツールの中から、セキュリティ面で安心し

て、かつできるだけ簡単に利用でき、相互の負担軽減につながるものを選

定する必要があると考えています。 

合わせて、その効果的な運用を含め、実現に向け検討を進めたいと考え

ています。 
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（３）放課後クラブについて 

意見の内容 区の考え方 

子どもの小学校入学が近くなり、いろいろ情報を集めているのですが、長期

休暇の際に放課後クラブで有料で給食を提供していただけないか検討をお願

いします。 

今回、コロナウィルスの関係で休校になりましたが、給食は提供されるとい

うことで会社の同僚はとても助かったと言っていました。 

 放課後クラブでは、ご家庭における食育の観点などから、夏休みなどの

長期休業中は、お弁当を持参していただくことを基本としております。 

 令和元年 11 月に実施したアンケート調査において、仕出し弁当の利用

について保護者の要望が多くあったことから、保護者負担を軽減する一つ

の方策として、仕出し弁当の利用が可能となるように検討してまいりま

す。 

 

（４）一時保育事業について 

意見の内容 区の考え方 

潜在的に一時預かり保育のニーズは増えていると常々感じておりました。渋

谷区のような大都会、大都市に住む核家族で、ご両親のサポートを受けにくい

状況の方々はデータ分析以上にいると思われます。渋谷区在住のような方は収

入水準も 23 区内ではハイレベル、そうなれば自ずと仕事もハードにならざる

をえず、フルタイムで職場復帰したくてもやむなく断念し、しばらくは専業主

婦になる選択をした女性も多いと容易に想像できます。また、渋谷区という場

所柄、お子さまを私立有名幼稚園、小学校へ入学させたいため、あえて保育園

を選択しないご家庭もあると思われます。渋谷区のデータで、乳幼児の数が

年々増えているにも関わらず、待機児童が減ったというデータは（もちろん、

保育施設の増設等のご努力の結果もあると思います）このような背景が影響し

ているのかもしれません。 

そういうご家庭のご主人も同様に仕事がハードでしょうから、結果として子

育てが「孤育て」になっている家庭が増えていると思われます。 

今回の素案の中に、新規開設施設での一時預かり事業の拡充を検討するとあり

ましたが、その前に、早急な解決策として、既に区内にある施設をより利用し

やすくできるようなサポート体制を施策できないでしょうか。 

もちろん、施設としてある程度の基準をクリアしていないと安全性が心配さ

れるでしょうから、「保育者は全員保育有資格者」「補償制度に加入している施

設」「東京都認可外保育施設基準をクリアしている」など、いくつか条件をつ

くり、それをクリアしている施設は渋谷区 HP に掲載、そして区民に対しては

利用料を補助し、（上限額を設定）一時保育提供できる場を早急に拡大する施

策も加えられないでしょうか。 

物理的にも家庭環境的にも一番大変なのは、乳幼児の 0 歳児～3 歳児位まで

の期間です。今「孤育て」している核家族のサポート体制が急務なのではと考

えます。渋谷区のファミリーサポートの利用率が減っている、またコーディネ

ートできた割合が７０％というデータも出ていましたが、サポート会員宅や少

数の子育て支援センターしか保育提供できる場がないというのも一因と思わ

れます。そして今のニーズにこの制度が少し適してないのかもしれません。（利

用までの手続き、サポート会員の年齢層など） 

渋谷区の掲げる「産みやすく、育てやすく、預けやすい まち 渋谷」に私も

大いに賛同します。他区と同様な施策ではなく、一歩先をゆく施策をスピーデ

ィーに打ち出すのが渋谷区らしいと、私は考えます。渋谷区が新たな視点で、

子育て世代のサポート体制をつくって、近隣区の目黒区、世田谷区、品川区、

港区をリードするような、そしてひいては東京都を引っ張るよう施策を打ち出

してほしいです。 

在宅で育児をする保護者を支援する体制を充実することは必要である

ことから、これまでも待機児対策のための定員拡大を実施するとともに、

一時保育事業についても、実施箇所数を増設するなどの拡充をしてまいり

ました。 

今後も、新規開設施設等での実施について、検討いたします。 

利用料助成につきましては、施設型事業及びファミリーサポート事業

で、ニーズ量をほぼ満たしていることから現時点では実施することは考え

ておりません。 

 

（５）病児保育について 

意見の内容 区の考え方 

・施設の増設は時間やリソースの制約もあることから、他の選択肢の増加の早

期実現 

・LINE での病児保育予約サービス「あずかるこちゃん」（2020 年 4 月以降ロ

ーンチ予定）の活用に対する区としての助成 

・病児保育シッター利用料金のより手厚い助成の導入 

渋谷区では病児保育事業を実施する事業者に対し運営費の補助を行って

おり、事業者が予約サービスを活用した際の経費についても補助対象とな

っています。 

ベビーシッターを利用した際の病児・病後児保育利用料金助成制度につい

ては、平成 29 年度に年間助成上限額を増額しましたが、さらに令和 2 年

度からは低所得世帯に対して助成の増額を予定しています。 

今後も負担の軽減を図りながら、利用しやすい病児・病後児保育制度の検

討を続けていきます。 
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（６）ファミリーサポートについて 

意見の内容 区の考え方 

現在ファミリーサポートを利用しているのですが、下記１、２の理由からとて

も利用しにくいと感じています。 

１ 兄弟でも、サポート会員１人について１人しか預かってもらえない →サ

ポート会員の人数が少ない上に、１対１となると、兄弟がいる家庭はとても利

用が難しくなります。また、２３区内で兄弟の預かりが不可なのは、渋谷区・

新宿区・板橋区の３つだけのようでした。 

 ほかの区では、兄弟の場合は可。費用も２人以降は半額ととても助かる内容

でした。 

 過去に事故などがあったのかもしれませんが、一律に不可ではなく、年齢や

サポート会員の了承が得られればなど、柔軟な対応をお願いしたいと思いま

す。 

 北区では、昨年の１１月１日から兄弟預かりが可能になったようです。 

２ 習い事の送り迎えが不可 →これについては、なぜ不可なのかが分かりま

せん。 

 ２３区のファミリーサポートを調べた結果、習い事が不可と明記されていた

のは、目黒区と渋谷区だけでした。 

 「東京都福祉保健局」のファミリーサポートのホームページを見ても、子の

送迎の欄に「保育施設への送迎、学童クラブへの送迎、子どもの習い事への送

迎」などと、書かれているほど、ポピュラーなものだと思うのですが。 

１．２とも×なのは渋谷区だけでした。 

もし、あれば便利なサポートとして、病児の預かりを提案します。 

病児については、以前住んでいた広島市に同じような制度があり調べたとこ

ろ、料金は高くなるがやっている区があったので表記してみました。 

サポート会員が少ない渋谷区では難しいかもしれませんが、ご検討をお願いし

ます。 

もちろん、事業計画にあった病児保育室を増やしていただくのも１つの案です

が、数が少ない分、家から遠くて断念したり、預かり時間が短いので断念した

り、そもそも病児保育室が預けたいときには満員という話をよく聞きます。 

１ サポート会員１名での兄弟同時預かりについては、お預かりするお子

さんが小学生になり、安全に活動が出来る条件が整っていると判断し、サ

ポート会員の了承が得られた場合には同時に２名の預かりを行っていま

す。このことに関しては、会員登録の際に説明をしています。なお、費用

は、兄弟の場合は、二人目以降は半額です。                       

２ ファミリー・サポート・センター習い事の送迎については、ファミリ

ー・サポート・センター事業は、住民同士の助け合いという趣旨で、スタ

ートしております。近年、女性の社会での活躍とともに共働き世帯が増加

しており、保育園の送迎など、サービスを受けたいファミリー会員が増え

る一方で、女性の就労増もあり、サービスの担い手であるサポート会員が

なかなか増えない社会状況があります。このような中で、保育園の送迎や、

産後の兄弟児支援など、必要な子育て支援の活動を優先して実施している

ところです。そのため、習い事の送迎は要件にはしていません。 最近で

は、民間が取り組む送迎等の子育て支援サービスが増えており、こうした

サービスを活用されている方も多い状況です。                                                                            

ファミリー・サポート・センターとしては、今後も、地域の住民同士、

世代間をつなぐ大切な事業として、また、子育て支援の一つの役割を担う

ため、ファミリー会員がサービスの担い手にもなってもらう両方会員への

働きかけ、サポート会員としてのシニア世代への働きかけのほかに、地域

住民への広報活動の強化や登録講習の充実など、サービスの向上に努めて

まいります。 

 

 

（７）区内の子育て環境整備について 

意見の内容 区の考え方 

安心して授乳できるパブリックスペースが非常に少ないので、増やしてほし

い。（特に公園などの屋外施設において） 

既存施設においては、パブリックスペースの確保が困難なため、申し出

により職員休憩室や空き室を利用していただいています。 

新規施設の場合は、スペース確保について、検討してまいります。 

公園につきましては、建築できる建物面積は公園面積の２％までという

制限があるため、区立公園では小さな建物しか建てることができないた

め、安心して授乳できるスペースの設置は困難です。 

 

 

（８）遊び場としての区立小学校の校庭開放について 

意見の内容 区の考え方 

遊び場としての、区立小学校の校庭の開放をしてほしい。 区立小学校の校庭については、子どもたちが戸外で自由に安全にのびのび

と遊ぶ事ができるように、校庭開放事業（遊び場開放事業）を実施してい

ます。 

 開放日時については、各校庭開放の運営管理の状況により異なります。 
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（９）ベビーシッター無料サービスの登録について 

意見の内容 区の考え方 

ベビーシッター無料サービスの登録について、 

登録の方法を以下の通り改善してほしい。 

・電話での登録可 

・自宅に居ながらの出張登録可(生後 1 ヶ月の保健師さんの訪問時でも) 

・母子手帳交付や出生届提出に伴う自動登録或いは母子手帳交付時や出生届

提出時にその場での事前登録を強く推奨し口頭で伝える。 

理由は、区のベビーシッターサービスを受けようと思い立ったところ、区役所

に出向いて登録を済ませないと使えないと知りました。しかし体調も悪く、赤

ちゃんを連れて出掛けるのも大変で、サービスを利用することを諦めました。 

仕事をしながら病院も通わねばならない妊娠中や、産後ではなかなか何度も

区役所へ足を運ぶことが出来ません。自動登録や電話登録等が難しいのであれ

ば、実際に区役所に出向いたタイミングで、強制的に用紙を記入してもらい登

録するのが良いのではないでしょうか。 

渋谷区では、妊娠している人や二歳未満の乳幼児を養育している人で日常

生活において家事や育児などに支障があるときに、一定の利用者負担料金

をいただき、育児支援ヘルパーを派遣する事業を実施しています。 

本事業は子ども家庭支援センターに来所して登録申請することを原則

としています。それは、サービスの詳細を十分ご理解いただいた上でご利

用いただくと同時に、子育てをめぐるお困りごとなどをお聞きして、必要

な支援に迅速につなげることを事業の目的のひとつとしているためです。 

しかし、ご意見のような体調がすぐれないなどのお申し出があった場合

は、郵送による登録申請も受け付けています。様々なご事情を伺ったうえ

で、そのご家庭に応じた対応を行っておりますので、まずはお電話でご相

談ください。現在、電子申請をはじめとする多様な登録方法について具体

的な検討を始めており、今後も申請時の利便性向上に努めていきます。 

 

 

 

（10）父親の育児参加支援について 

意見の内容 区の考え方 

プレパパ、パパが本当の父親モードになっていくのを支援する仕組みや仕掛

けをもっと増やしてほしい。例えば、 

・既存の両親学級、父親学級等に加え、区内のパパ、プレパパ同士の接点をも

っと増やすことを支援する催し。 

・既存の両親学級、父親学級等のコンテンツの発展化。例えば、現状の極めて

ベーシックな妊娠・出産・出産直後のプロセス紹介的なものにとどまらず、仕

事と家事・育児の両立のやりくりの多様なケースを学ぶなど、子育ての「本番」

の段階をもっと詳しく知ることができるコンテンツの提供（多様なパパ事例を

実際にスピーカーとして紹介してもらえる団体等への委託、または区内のパパ

からボランティアを募り、スピーカーとして登壇してもらう、等）。 

渋谷区子育てネウボラ事業の新たな拠点として令和３年度に開設する神

南分庁舎跡地複合施設を、子どもと家族と地域のつながりを作る場として

活用して行く中で、パートナーの育児参加やパートナー同士の交流を深め

る事業やコンテンツを検討していきたいと考えています。 

 


